
参考資料

国土施策創発調査の応募ルートのイメージ

（１）地域活力創発等調査（地域施策創発調査で、連携相手の各府省に要望するパターン）の場合

本府省レベル
の調整依頼

国土交通省（国土計画局）

Ａ府省・部局
（配分対象or参
加のみ）

Ｃ府省・部局
（参加のみ）

Ｃ府省
地方ブロック機関
（参加のみ）

要求

要望

必要に応じ、調査費の配分
は要求しないが調査に参加
（会議等への参加）する府
省・部局も募集

Ｂ府省・部局
（配分対象or参
加のみ）

Ｂ府省
地方ブロック機関
（配分対象or参
加のみ）

本府省レベル
の調整依頼

本府省レベ
ルの調整

地域内の調整は、地方ブ
ロック機関側の幹事と地方
公共団体側の幹事が協力
しつつ行う。

参加呼
びかけ

参加呼
びかけ より多くの府

省・部局も可

本府省レベ
ルの調整

本府省レベル
の調整依頼

○発案者

b地方公共団体
参加呼
びかけ

より多くの地
方公共団体
等も可

要望

※地方ブロック機関のない府省においては、
本府省が地方ブロック機関の役割を担う。

民間団体

提案
民間団体

Ａ府省
地方ブロック機関
（配分対象・国側

幹事）

a地方公共団体
（幹事団体）

矢印の凡例
：正式な応募ルート
：必要に応じ調整
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（２）地域活力創発等調査（地域施策創発調査で、国土交通省に相談するパターン）の場合

※地方公共団体は、要望及び調査の具体的な実
施方法等について不明な点等があれば、国土交
通省（地方整備局等（または国土計画局））に相談
できる。

矢印の凡例
：正式な応募ルート
：必要に応じ調整 ③提案地方公共団体

との連携を呼びかけ
国土交通省
（国土計画局）

提案

a地方公共団体
（幹事団体）

○発案者

①相談

b地方公共団体 参加呼
びかけ

より多くの地方
公共団体も可

Ｂ府省・部局
（参加のみ）

Ａ府省・部局
③参加
呼びかけ

④参加

より多くの府
省・部局も可

④呼びかけ

より多くの府
省・部局も可

民間団体

民間団体

Ａ府省
地方ブロック機関
（配分対象・国側

幹事）

⑤要望

国土交通省
（地方整備局等）

①相談・要望

②国レベルの調整
を依頼

③提案地方公共団体
との連携を呼びかけ

※⑤以降は通常の手順
を踏むことになる
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（３）地域活力等創発調査（特定課題調査で、本府省が発案するパターン）の場合

矢印の凡例
：正式な応募ルート
：必要に応じ調整 国土交通省

（国土計画局）

Ａ府省・部局
（配分対象・幹事）

Ｃ府省・部局
（参加のみ）

Ａ府省
地方ブロック機関
（配分対象or参
加のみ）

Ｃ府省
地方ブロック機関
（参加のみ）

必要に応じ、調査費の配分
は要求しないが調査に参加
（会議等への参加）する府
省・部局も募集

要求

参加呼
びかけ

参加呼
びかけ

参加呼
びかけ

Ｂ府省・部局
（配分対象）

Ｂ府省
地方ブロック機関
（配分対象or参
加のみ）

参加呼
びかけ

○発案者参加呼
びかけ

地方公共団体

参加呼
びかけ

必要に応じ、地方公共団体
へも参加呼びかけ

より多くの府
省・部局も可

より多くの府
省・部局も可

地方支分部局へも積極的
に参加呼びかけ



参考資料

（４）地域活力等創発調査（特定課題調査で、地方ブロック機関が発案するパターン）の場合

矢印の凡例
：正式な応募ルート
：必要に応じ調整 国土交通省

（国土計画局）

国レベルの
調整依頼

要望

Ａ府省・部局
（配分対象or参
加のみ）

Ｃ府省・部局
（参加のみ）

Ａ府省
地方ブロック機関
（配分対象・幹事）

Ｃ府省
地方ブロック機関
（参加のみ）

必要に応じ、調査費の配分
は要求しないが調査に参加
（会議等への参加）する府
省・部局も募集

要求

国レベル
の調整

Ｂ府省・部局
（配分対象or参

加のみ）

Ｂ府省
地方ブロック機関
（配分対象）

国レベルの
調整依頼

○発案者

地方公共団体

参加呼
びかけ

必要に応じ、地方公共団体
へも参加呼びかけ

より多くの府
省・部局も可

地方支分部局間で
幹事府省の地方ブロック機
関が中心となり調整

参加呼
びかけ

参加呼
びかけ より多くの府

省・部局も可

国レベルの
調整依頼

国レベル
の調整



本府省レベル
の調整依頼

要望

（５）広域地方計画課題調査の場合 国土交通省
（国土計画局）

国土交通省
（国土計画局○○ブロック担当）

（配分対象or参加のみ）

Ｃ府省・部局
（参加のみ）

Ｃ府省
地方ブロック機関
（参加のみ）

要望
Ｂ府省・部局
（配分対象or参
加のみ）

Ｂ府省
地方ブロック機関
（配分対象or参
加のみ）

本府省レベ
ルの調整

地方公共団体・民
間団体等

参加呼
びかけ

必要に応じ、協議会
構成員以外へも参加呼びかけ

より多くの府
省・部局も可

必要に応じ、調査費の配分は要
求しないが調査に参加（会議等
への参加）する府省・部局も募集

地方ブロックにおいて広域地方計画
協議会事務局及び発案者が中心と
なり調整

参加呼
びかけ

参加呼
びかけ より多くの府

省・部局も可

本府省レベル
の調整依頼

本府省レベ
ルの調整

本府省レベル
の調整依頼

※訓令室が発案者になることも可能

地方整備局
訓令室

○発案者※２

提案

矢印の凡例
：正式な応募ルート
：必要に応じ調整

A府省・部局 ※１

（配分対象）

要求

※２ 発案者は協議会構成員であること

※３ 発案者を協議会構成員である地方公共
団体等とすることも可能だが、その場合、適
切な国の地方支分部局に依頼

A府省
地方ブロック機関※３
（配分対象）

連携

事前確認

※１
国土計画局○○ブロック
担当の場合もあり得る
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